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  条   例   

                     条 例 第  ５９  号   

令和 ３ 年 ６ 月２５日   

 

 熊本市附属機関設置条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

 

熊本市附属機関設置条例（平成１９年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表１の表に次のように加える。 

８１ 
熊本市防災基本条例

（仮称）検討委員会 

熊本市防災基本条例（仮称）を策定するため、

必要な事項を審議する。 

８２ 

谷尾崎・池上地区地盤

沈下等に関する専門家

会議 

谷尾崎・池上地区で発生した地盤沈下等につい

て、発生原因及び対策に必要な技術的事項を審

議する。 

 別表５の表に次のように加える。 

１４ 
金峰山少年自然の家整

備運営審議会 

金峰山少年自然の家の再建に係る実施方針、事

業の手法及び事業者の選考について審議する。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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条 例 第  ６０  号   

令和 ３ 年 ６ 月２５日   

 

 熊本市税条例等の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市税条例等の一部を改正する条例 

 

 （熊本市税条例の一部改正） 

第１条 熊本市税条例（昭和２５年告示第８９号）の一部を次のように改正する。 

  第７条の見出し中「課税洩等」を「課税漏れ等」に、「取扱」を「取扱い」に改

め、同条第１項中「課税洩」を「課税漏れ」に、「免かれた」を「免れた」に改め、

同条第２項中「前項」の次に「の規定により賦課徴収する市税」を加える。 

  第１９条第２項中「及び扶養親族」の次に「（年齢１６歳未満の者及び控除対象

扶養親族に限る。以下この項において同じ。）」を加える。 

  第２５条第１号中「扶養親族」の次に「（年齢１６歳未満の者及び控除対象扶養

親族に限る。）」を加える。 

  第２７条の５の２第１項第２号及び第３号中「寄附金（」の次に「出資に関する

業務に充てられることが明らかなものを除き、」を加え、同項第４号中「を除く。」

を「及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、」に改め、同

項第５号及び第６号中「寄附金（」の次に「出資に関する業務に充てられることが

明らかなものを除き、」を加え、同項第７号中「を除く。」を「及び出資に関する

業務に充てられることが明らかなものを除き、」に改め、同項第８号中「寄附金（」

の次に「出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、」を加え、同

項第１０号中「もの」の次に「及び出資に関する業務に充てられることが明らかな

もの」を加える。 

  第２８条の３の２第４項中「所得税法第１９８条第２項に規定する納税地の所轄

税務署長の承認を受けている」を「令第４８条の９の７の２において準用する令第

８条の２の２に規定する要件を満たす」に改め、「次条第４項」の次に「及び第 
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  ３５条の９第３項」を加える。 

  第２８条の３の３第１項中「控除対象扶養親族を除く」を「年齢１６歳未満の者

に限る」に改め、同条第４項中「所得税法第２０３条の６第６項に規定する納税

地の所轄税務署長の承認を受けている」を「令第４８条の９の７の３において準

用する令第８条の２の２に規定する要件を満たす」に改める。 

  第３５条の８第１項第１号中「本条、次条第２項及び」を「この条、次条第２項

及び第３項並びに」に、「場合、その」を「場合 その」に改め、同項第２号中

「場合、その」を「場合 その」に、「その支払済みの他の退職手当等に」を「、

その支払済みの他の退職手当等に」に改める。 

  第３５条の９に次の２項を加える。 

 ３ 第１項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由す

べき退職手当等の支払をする者が令第４８条の１８において準用する令第８条

の２の２に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当

該退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払をする者に対し、当該

退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 

 ４ 前項の規定の適用がある場合における第２項の規定の適用については、同項中

「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と、「支

払をする者に受理されたとき」とあるのは「支払をする者が提供を受けたとき」

と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。 

  第４０条の前の見出し中「もの」を「者」に改め、同条中「ついては同項本文」

を「ついて同項本文」に、「ついて第３号」を「ついては第３号」に改める。 

第５３条の２の次に次の１条を加える。 

（現所有者の申告） 

第５３条の３ 現所有者（法第３８４条の３に規定する現所有者をいう。以下この

条及び次条において同じ。）は、現所有者であることを知った日の翌日から３月

を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければ

ならない。 

(1) 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規定する個人との

関係及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあって

は、住所、氏名又は名称及び同号に規定する個人との関係） 
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(2) 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補

充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当

該個人の住所及び氏名 

(3) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項 

  第５４条第１項中「又は」を「若しくは」に改め、「により」の次に「、又は現

所有者が前条の規定により」を加える。 

  第６１条の見出し中「に関する細目等」を「の手続等」に改め、同条中「に関し

て」を「の手続、記録の保存その他審査に関し」に改める。 

  第１１３条の見出し中「徴収方法」を「徴収の方法」に改める。 

  附則第５条第１項中「及び扶養親族」の次に「（年齢１６歳未満の者及び控除対

象扶養親族に限る。以下この項において同じ。）」を加える。 

  附則第６条中「令和４年度」を「令和９年度」に改める。 

  附則第１０条の２第３項中「附則第１５条第３０項第１号イ」を「附則第１５条

第２７項第１号イ」に改め、同条第４項中「附則第１５条第３０項第１号ロ」を「附

則第１５条第２７項第１号ロ」に改め、同条第５項中「附則第１５条第３０項第１

号ハ」を「附則第１５条第２７項第１号ハ」に改め、同条第６項中「附則第１５条

第３０項第１号ニ」を「附則第１５条第２７項第１号ニ」に改め、同条第７項中「附

則第１５条第３０項第２号イ」を「附則第１５条第２７項第２号イ」に改め、同条

第８項中「附則第１５条第３０項第２号ロ」を「附則第１５条第２７項第２号ロ」

に改め、同条第９項中「附則第１５条第３０項第２号ハ」を「附則第１５条第２７

項第２号ハ」に改め、同条第１０項中「附則第１５条第３０項第３号イ」を「附則

第１５条第２７項第３号イ」に改め、同条第１１項中「附則第１５条第３０項第３

号ロ」を「附則第１５条第２７項第３号ロ」に改め、同条第１２項中「附則第１５

条第３０項第３号ハ」を「附則第１５条第２７項第３号ハ」に改め、同条第１３項

中「附則第１５条第３４項」を「附則第１５条第３０項」に改め、同条第１４項中

「附則第１５条第３８項」を「附則第１５条第３４項」に改め、同条第１５項中「附

則第１５条第３９項」を「附則第１５条第３５項」に改め、同条第１６項を削り、

同条第１７項を同条第１６項とし、同条第１８項を同条第１７項とする。 

  附則第１６条第１項中「第５項」を「第８項」に改め、同条第２項中「、当該軽

自動車が平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの間に初回車両番号指定 
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 を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、同条第３

項中「この項及び次項」を「この条」に改め、「、当該ガソリン軽自動車が平成

３１年４月１日から令和２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、同条第４項中「、

当該ガソリン軽自動車が平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限

り」を削り、同条に次の３項を加える。 

６ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる三輪以上の軽自動車（自家用

の乗用のものを除く。）に対する第６４条の規定の適用については、当該軽自動

車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和

４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第２項の表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

７ 法附則第３０条第７項の規定の適用を受ける三輪以上のガソリン軽自動車（営

業用の乗用のものに限る。）に対する第６４条の規定の適用については、当該ガ

ソリン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガ

ソリン軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第３項

の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句とする。 

８ 法附則第３０条第８項の規定の適用を受ける三輪以上のガソリン軽自動車（前

項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。）に対する第

６４条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日から

令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度

分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日から

令和５年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度

分の軽自動車税の種別割に限り、第４項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の
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中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

  附則第１６条の２第１項中「第５項」を「第８項」に改める。 

  附則第２５条に次の１項を加える。 

 ２ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法

第６条の２第１項の規定の適用を受けた場合における附則第７条の３の２第１

項の規定の適用については、同項中「令和１５年度」とあるのは「令和１７年度」

と、「令和３年」とあるのは「令和４年」とする。 

 （熊本市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 熊本市税条例等の一部を改正する条例（令和２年条例第４０号）の一部を次

のように改正する。 

  第２条のうち、熊本市税条例第３２条の７第１０項の改正規定中「第３２１条の

８第５２項」を「第３２１条の８第６０項」に、「同条第５２項」を「同条第６０

項」に改め、同条第１６項の改正規定中「第３２１条の８第６１項」を「第３２１

条の８第６９項」に改める。 

  第２条のうち熊本市税条例第３２条の９第４項の改正規定中「「又は第３１項」

に」の次に「、「第４８条の１５の５第４項」を「第４８条の１５の４第４項」に」

を加える。 

  第２条のうち熊本市税条例第３４条の改正規定中「第３４条第４項」を「第３４

条第３項中「第４８条の１５の５第４項」を「第４８条の１５の４第４項」に改め、

同条第４項」に改める。 

  第２条のうち熊本市税条例附則第３条の２第２項の改正規定の次に次のように加

える。 

   附則第４条第１項中「及び第４項」及び「又は法人税法第８１条の２４第１項

の規定により延長された法第３２１条の８第４項に規定する申告書の提出期限」

を削り、同条第２項中「又は法第３２１条の８第４項に規定する連結法人税額の

課税標準の算定期間」を削る。 

 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当
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該各号に定める日から施行する。 

(1) 第１条中熊本市税条例第２７条の５の２第１項の改正規定、同条例第５３条の

２の次に１条を加える改正規定、同条例第５４条第１項の改正規定及び同条例附

則第６条の改正規定並びに次条第１項及び附則第３条第２項の規定 令和４年

１月１日 

 (2) 第１条中熊本市税条例第１９条第２項、第２５条第１号及び第２８条の３の

３第１項の改正規定並びに同条例附則第５条第１項の改正規定並びに次条第

４項の規定 令和６年１月１日 

(3) 附則第３条第４項の規定 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律（令

和３年法律第７０号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の

公布の日のいずれか遅い日 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の熊本市税条例（以下「新条例」という。）第   

２７条の５の２第１項の規定は、所得割の納税義務者がこの条例の施行の日（以下

この条において「施行日」という。）以後に支出する同項に規定する寄附金又は金

銭について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に支出した第１条の規定による

改正前の熊本市税条例（次項及び第３項において「旧条例」という。）第２７条の

５の２第１項に規定する寄附金又は金銭については、なお従前の例による。 

２ 新条例第２８条の３の２第４項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する電磁

的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行

日前に行った旧条例第２８条の３の２第４項に規定する電磁的方法による同項に規

定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。 

３ 新条例第２８条の３の３第４項の規定は、施行日以後に行う新条例第２８条の３

の２第４項に規定する電磁的方法による新条例第２８条の３の３第４項に規定する

申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧条例第２８条

の３の２第４項に規定する電磁的方法による旧条例第２８条の３の３第４項に規定

する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。 

４ 新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の個人の

市民税について適用し、令和５年度分までの個人の市民税については、なお従前の

例による。 
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 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、

令和３年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和２年度分までの固定資

産税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第５３条の３の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日以後に、

新条例第５３条の３に規定する現所有者であることを知った者について適用する。 

３ 生産性向上特別措置法（平成３０年法律第２５号）の施行の日から令和３年３月

３１日までの期間（以下この項において「適用期間」という。）内に地方税法等の

一部を改正する法律（令和３年法律第７号）第１条の規定による改正前の地方税法

（昭和２５年法律第２２６号。次項において「旧法」という。）附則第１５条第   

４１項に規定する中小事業者等（以下この項において「中小事業者等」という。）

が取得（同条第４１項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。）をした

同条第４１項に規定する機械装置等（以下この項において「機械装置等」という。）

（中小事業者等が、同条第４１項に規定するリース取引（以下この項において「リ

ース取引」という。）に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を

行う者が適用期間内に取得をした同条第４１項に規定する先端設備等に該当する機

械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械

装置等を含む。）に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

４ 地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第２６号）の施行の日から令和

３年３月３１日までの期間（以下この項において「適用期間」という。）内に旧法

附則第６４条に規定する中小事業者等（以下この項において「中小事業者等」とい

う。）が取得（同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。）をした同

条に規定する家屋及び構築物（中小事業者等が、同条に規定するリース取引（以下

この項において「リース取引」という。）に係る契約により家屋及び構築物を引き

渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条に規定する先端設備

等に該当する家屋及び構築物を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場

合における当該家屋及び構築物を含む。）に対して課する固定資産税については、

なお従前の例による。 

 （軽自動車税の種別割に関する経過措置） 

第４条 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和３年度以後の年度
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分の軽自動車税の種別割について適用し、令和２年度分までの軽自動車税の種別割

については、なお従前の例による。 
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条 例 第  ６１  号   

令和 ３ 年 ６ 月２５日   

 

 熊本市手数料条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市手数料条例（昭和２５年告示第２０号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第１項第９号を次のように改める。 

 (9) 削除 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年９月１日から施行する。 

 （熊本市手数料条例の一部を改正する条例の一部改正） 

２ 熊本市手数料条例の一部を改正する条例（平成２７年条例第５１号）の一部を次

のように改正する。 

  附則第２項を削り、附則第１項の項番号を削る。 
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条 例 第  ６２  号   

令和 ３ 年 ６ 月２５日   

    

熊本市墓地条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

    

熊本市墓地条例の一部を改正する条例 

  

熊本市墓地条例（昭和３９年条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

 

 目次中「～第１６条」を「―第２３条」に、「第１７条～第２１条」を「第２４条

―第２８条」に改める。 

 第５条第２項中「あたって」を「当たって」に改める。 

 第６条の次に次の１条を加える。 

 （行為の禁止） 

第６条の２ 墓地においては、次に掲げる行為をしてはならない。 

 (1) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為をすること。 

 (2) 墓地の施設及び設備を毀損し、滅失し、又は汚損すること。 

 (3) 火災、爆発等の危険を生じるおそれのある行為をすること。 

 (4) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑を及ぼす行為をすること。 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、墓地の管理上支障があると市長が認める行為をす

ること。 

 第７条第２項中「前項の」を「前項に規定する」に改める。 

 第９条第１項中「譲渡」を「譲渡し、」に改める。 

 第１０条第１項中「の各号」を削る。 

 第１２条中「一に」を「いずれかに」に改める。 

 第１３条中「基づき」を「より」に改める。 

 第１６条第１項中「一に」を「いずれかに」に改める。 

 第２１条を第２８条とする。 
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第２０条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第１号中「第１７条」を「第     

２４条」に改め、同条を第２７条とする。 

第１９条を第２６条とし、第１８条を第２５条とし、第１７条を第２４条とし、第

２章中第１６条の次に次の７条を加える。 

 （指定管理者による管理） 

第１７条 墓地の管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

３項の規定により、法人その他の団体であって本市が指定するもの（以下「指定管

理者」という。）に行わせることができる。 

 （指定管理者の指定の手続） 

第１８条 前条の規定による指定を受けようとするものは、墓地の事業計画書その他

規則で定める書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請があったもののうちから、

次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを選定し、議会の議決を経て指定

管理者を指定するものとする。 

 (1) 墓地の運営が、利用者の平等利用を確保することができるものであること。 

 (2) その事業計画書の内容が、墓地の効用を最大限に発揮させるとともにその管理

に係る経費の縮減が図られるものであること。 

 (3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有していること。 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、市長が定める基準 

 （指定管理者が行う管理の基準） 

第１９条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令、この条例に基づく規

則その他市長が定めるところに従い、墓地の管理を行わなければならない。 

 （指定管理者が行う業務） 

第２０条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

 (1) 墓地の維持管理に関する業務 

 (2) 第１０条第１項ただし書に規定する許可に係る申請の受付に関する業務 

 (3) 第２４条に規定する土地の一時使用の許可に係る申請の受付に関する業務 

 (4) 墓地、埋葬等に関する法律第１４条第１項の規定による埋葬許可証、改葬許可

証又は火葬許可証の受理に関する業務 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、墓地の管理運営上市長が必要と認める業務 
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 （協定の締結） 

第２１条 指定管理者の指定を受けるものは、市と墓地の管理に関する協定を締結し

なければならない。 

２ 前項の協定に定める事項は、規則で定める。 

 （指定の取消し等に係る損害賠償） 

第２２条 市長が指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部

若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市は、そ

の賠償の責めを負わない。 

 （秘密保持義務等） 

第２３条 指定管理者及び指定管理者の行う業務に従事している者又は従事していた

者は、熊本市個人情報保護条例（平成１３年条例第４３号）第１２条の２に規定す

るところにより個人情報を適切に管理するほか、墓地の管理に関し知り得た秘密を

漏らしてはならない。 

 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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条 例 第  ６３  号   

令和 ３ 年 ６ 月２５日   

    

熊本市納骨堂条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

    

熊本市納骨堂条例の一部を改正する条例 

  

熊本市納骨堂条例（昭和５６年条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

 

 第４条第２項中「あたって」を「当たって」に改める。 

 第６条第１項中「譲渡」を「譲渡し、」に改める。 

 第７条、第８条及び第９条第１項中「一に」を「いずれかに」に改める。 

 第１３条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条を第２０条とする。 

第１２条を第１９条とし、第１１条の次に次の７条を加える。 

 （指定管理者による管理） 

第１２条 納骨堂の管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２

第３項の規定により、法人その他の団体であって本市が指定するもの（以下「指定

管理者」という。）に行わせることができる。 

 （指定管理者の指定の手続） 

第１３条 前条の規定による指定を受けようとするものは、納骨堂の事業計画書その

他規則で定める書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請があったもののうちから、

次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを選定し、議会の議決を経て指定

管理者を指定するものとする。 

 (1) 納骨堂の運営が、利用者の平等利用を確保することができるものであること。 

 (2) その事業計画書の内容が、納骨堂の効用を最大限に発揮させるとともにその管

理に係る経費の縮減が図られるものであること。 

 (3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有していること。 
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 (4) 前３号に掲げるもののほか、市長が定める基準 

 （指定管理者が行う管理の基準） 

第１４条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令、この条例に基づく規

則その他市長が定めるところに従い、納骨堂の管理を行わなければならない。 

 （指定管理者が行う業務） 

第１５条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

 (1) 納骨堂の維持管理に関する業務 

 (2) 焼骨の収蔵の受付に関する業務 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、納骨堂の管理運営上市長が必要と認める業務 

 （協定の締結） 

第１６条 指定管理者の指定を受けるものは、市と納骨堂の管理に関する協定を締結

しなければならない。 

２ 前項の協定に定める事項は、規則で定める。 

 （指定の取消し等に係る損害賠償） 

第１７条 市長が指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部

若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市は、そ

の賠償の責めを負わない。 

 （秘密保持義務等） 

第１８条 指定管理者及び指定管理者の行う業務に従事している者又は従事していた

者は、熊本市個人情報保護条例（平成１３年条例第４３号）第１２条の２に規定す

るところにより個人情報を適切に管理するほか、納骨堂の管理に関し知り得た秘密

を漏らしてはならない。 

 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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条 例 第  ６４  号   

令和 ３ 年 ６ 月２５日   

 

熊本市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例 

 

熊本市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年条例第 

８１号）の一部を次のように改正する。 

 

目次及び第１章の章名を削る。 

第２条を次のように改める。 

 （保護施設等の設備及び運営に関する基準） 

第２条 次条から第１２条までに定めるもののほか、次の各号に掲げる基準は、それ

ぞれ当該各号に定めるものとする。 

 (1) 生活保護法第３９条第１項の規定により条例で定める保護施設（医療保護施設

を除く。）の設備及び運営に関する基準 救護施設、更生施設、授産施設及び宿

所提供施設の設備及び運営に関する基準（昭和４１年厚生省令第１８号。以下「省

令」という。）に定める基準（省令の改正に際し定められた経過措置に規定する

基準を含む。） 

 (2) 社会福祉法第６５条第１項の規定により条例で定める事業授産施設の運営の

基準 省令第２条から第８条まで及び第２３条（第２項を除く。）から第２７条

の２までに定める基準（省令の改正に際し定められた経過措置に規定する基準

（省令第２条から第８条まで及び第２３条（第２項を除く。）から第２７条の２

までに定める基準に関するものに限る。）を含む。） 

 第３条から第６条までを削る。 
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 第７条の見出しを「（苦情内容の記録等）」に改め、同条第１項、第３項及び第４

項を削り、同条第２項中「保護施設等」を「保護施設及び事業授産施設（以下「保護

施設等」という。）」に、「前項」を「その行った処遇に関する入所者から」に改め、

同項を同条とし、同条を第３条とする。 

 第８条を削る。 

 第９条の見出しを「（記録の保存期間）」に改め、同条第１項を削り、同条第２項

第３号中「第７条第２項」を「前条」に改め、同項第５号中「第１５条第２項」を「第

１０条第２項」に改め、同項を同条とし、同条を第４条とする。 

 第１０条を第５条とし、第１１条から第１７条までを５条ずつ繰り上げる。 

 第２章及び第３章を削る。 

 第４章の章名を削り、第３４条の見出しを「（医療保護施設の運営基準）」に改め、

同条を第１３条とする。 

 第５章及び第６章を削る。 

 附則第１項の見出しを削る。 

 附則第２項の前の見出し及び同項を削る。 

 附則第３項中「第１９条第３項第１５号」を「省令第１０条第３項第１５号」に改

め、同項を附則第２項とする。 

 

   附 則 

 この条例は、令和３年８月１日から施行する。 
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条 例 第  ６５  号   

令和 ３ 年 ６ 月２５日   

    

熊本市病院事業条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

    

熊本市病院事業条例の一部を改正する条例 

  

熊本市病院事業条例（平成２０年条例第１１７号）の一部を次のように改正する。 

 

 第４条第３項第１号中「３，３００円」を「５，５００円」に改め、同項第２号中

「８２０円」を「２，７５０円」に改める。 

 

   附 則 

この条例は、規則で定める日から施行する。 
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条 例 第  ６６  号   

令和 ３ 年 ６ 月２５日   

 

熊本市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改

正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部

を改正する条例 

 

熊本市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（昭和４１

年条例第４９号）の一部を次のように改正する。 

 

第２条第２項第３号ア中「１３，７２４ヘクタール」を「１３，６４７ヘクタール」

に改め、同号イ中「６６６，３００人」を「６８９，４００人」に改め、同号ウ中    

「３６４，９００立方メートル」を「３６２，６００立方メートル」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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条 例 第  ６７  号   

令和 ３ 年 ６ 月２５日   

 

くまもと森都心プラザ条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

くまもと森都心プラザ条例の一部を改正する条例 

 

 くまもと森都心プラザ条例（平成２２年条例第１２０号）の一部を次のように改正

する。 

 

 第１条中「を創造し発信するとともに、人材及び地域の産業を育成する」を「の創

造及び発信並びに人材及び地域の産業の育成をするとともに、地域における子育て支

援を推進する」に改める。 

 第３条第１項中「第３号」を「第４号」に、「第５号」を「第６号」に改める。 

 第４条中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加え

る。 

 (4) 子育て支援に関すること。 

 第４条の次に次の１条を加える。 

 （地域子育て支援拠点事業の利用者の範囲） 

第４条の２ 前条第４号の事業を利用することができる者は、熊本市立地域子育て支

援拠点施設条例（平成１４年条例第２７号）第４条各号のいずれかに該当するもの

とする。 

 第５条第１項中「については、次条第３項」を「にあっては次条第３項の規定、ス

モールオフィスを使用しようとする者にあっては第６条の２第２項において準用する

次条第３項」に改める。 

 第６条第６項中「更新は、」の次に「１回につき１年を超えない範囲内で、」を加

え、同条の次に次の１条を加える。 

 （スモールオフィスの使用者の範囲等及び使用期間） 
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第６条の２ スモールオフィスについては、本市における創業に関する社会的気運の

醸成に寄与することが期待される革新的な技術又は手法を有する事業を行う者であ

って、次の各号のいずれにも該当するもののうち、市長が適当と認めるものに限り

使用することができる。 

 (1) スモールオフィスの使用を開始する時点で事業を行っている者であること。 

 (2) スモールオフィスからの退去後も本市において事業を行う計画を有する者で

あること。 

 (3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがない事業を行う者であるこ

と。 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、規則で定める要件に該当する者であること。 

２ 前条第２項から第６項までの規定は、スモールオフィスの公募の手続及び使用期

間について準用する。この場合において、同条第４項中「１年以内」とあるのは、

「２年以内」と読み替えるものとする。 

 第７条第３号中「き損し」を「毀損し」に改める。 

 第８条第１項に次の１号を加える。 

 (6) スモールオフィスの使用の許可については、第６条の２第１項各号のいずれか

に該当しなくなったとき。 

 第９条第２項中「別表第２及び別表第３に定める」を「施設等の」に改め、同条第

３項中「別表第２又は別表第３に規定する」を「施設等の」に改める。 

 第２１条第１号中「規定」の次に「及び第６条の２第２項において準用される第６

条第３項の規定」を加える。 

別表第１創業支援室の項の次に次のように加える。 

スモールオフィス １平方メートル当たり１月につき 

２，８００円 

別表第２(1)ホール、多目的室及び会議室使用料の表中「９，８００円」を     

「１０，７００円」に、「１４，６００円」を「１６，０００円」に、          

「１９，６００円」を「２１，５００円」に、「１１，７００円」を「１２，８００

円」に、「１７，６００円」を「１９，３００円」に、「２３，５００円」を        

「２５，８００円」に、「３，６００円」を「３，９００円」に、「４，７００円」
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を「５，１００円」に、「５，７００円」を「６，２００円」に、「２，４００円」

を「２，６００円」に、「３，０００円」を「３，３００円」に、「３，７００円」

を「４，０００円」に、「３，１００円」を「３，４００円」に、「３，８００円」

を「４，１００円」に、「２，６００円」を「２，８００円」に、「３，４００円」

を「３，７００円」に、「４，１００円」を「４，５００円」に、「１，９００円」

を「２，０００円」に、「２，５００円」を「２，７００円」に、「１，６００円」

を「１，７００円」に、「２，１００円」を「２，３００円」に改め、別表第２(2)

託児室使用料の表中「１，８００円」を「１，９００円」に改める。 

別表第３(1)冷暖房設備使用料の表中「２，０００円」を「２，２００円」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、次項から第４項までの規

定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ くまもと森都心プラザの指定管理者は、この条例の施行の日（以下「施行日」と

いう。）前においても、施行日以後の施設等（この条例による改正後のくまもと森

都心プラザ条例（以下「新条例」という。）第５条第１項の施設等をいう。次項に

おいて同じ。）（スモールオフィスを除く。）の使用について、新条例の規定の例

により利用料金を徴収するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前において、施行日以後の施設等

の使用の申請をしていた者に係る利用料金については、なお従前の例による。 

 （施行前の使用許可等に関する特例） 

４ くまもと森都心プラザの指定管理者は、施行日前においても、新条例第５条、第

６条の２、第７条、第８条第１項及び第２２条第５項の規定の例により、スモール

オフィスの使用許可等に関し必要な行為を行うことができる。 
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条 例 第  ６８  号   

令和 ３ 年 ６ 月２５日   

 

熊本市自転車駐車場条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市自転車駐車場条例の一部を改正する条例 

 

熊本市自転車駐車場条例（昭和６０年条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

 

 第３条第３項中「熊本市武蔵塚駅前自転車駐車場」の次に「、熊本市熊本駅中央自

転車駐車場」を加える。 

 別表第２中 

「 

熊本市新水前寺駅東高架下自転車駐車場 熊本市中央区水前寺１丁目３８０番地１ 

」 

                   を 

「 

熊本市熊本駅南自転車駐車場 熊本市西区春日３丁目５９１番地１ 

熊本市新水前寺駅東高架下自転車駐車場 熊本市中央区水前寺１丁目３８０番地１ 

」 

に改める。 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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条 例 第  ６９  号   

令和 ３ 年 ６ 月２５日   

 

 熊本市都市公園条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市都市公園条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市都市公園条例（昭和５２年条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２４条中「及び植木中央公園運動施設」を「、植木中央公園運動施設、辛島公園

及び花畑公園」に改める。 

 第２７条第３号に次のように加える。 

  ウ 辛島公園及び花畑公園 中心市街地の新たなにぎわいの創出に関する業務 

 第２７条の２第１項中「限る。）」の次に「、辛島公園芝生広場、辛島公園多目的

広場又は花畑公園北側階段」を加える。 

 別表第５に次のように加える。 
 

辛島公園 

芝生広場 

 

辛島公園 

 

区分 単位 使用料 

全面 １時間につき ３，７００円 

半面 １時間につき １，８００円 

 備考 使用時間に１時間に満たない端数がある場合

は、１時間とみなす。 
 

辛島公園 

多目的広 

場 

 

 

 

辛島公園 

 

区分 単位 使用料 

全面 １時間につき ２，５００円 

半面 １時間につき １，２００円 

 備考 使用時間に１時間に満たない端数がある場合

は、１時間とみなす。 
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花畑公園 

北側階段 

 

花畑公園 

 

単位 使用料 

１時間につき ３８０円 

 備考 使用時間に１時間に満たない端数がある場合

は、１時間とみなす。 

 

附 則 

１ この条例は、令和４年７月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日

から施行する。 

２ 辛島公園及び花畑公園の指定管理者に係る指定の手続その他の準備行為は、この

条例の施行の日前においても行うことができる。 
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  規   則   

規 則 第  ５３  号   

令和 ３ 年 ６ 月２５日   

 

 熊本市自転車駐車場条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則を公

布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市自転車駐車場条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則 

 

 熊本市自転車駐車場条例の一部を改正する条例（平成３０年条例第９４号）附則第

１号に掲げる規定の施行期日は、令和３年６月２５日とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 3 年 7 月 31 日      熊 本 市 公 報          第 1449 号 

 

- 317 - 

 

規 則 第  ５４  号   

令和 ３ 年 ６ 月２５日   

 

 熊本市附属機関設置条例第２条第２項の規定に基づく市長の附属機関を定める規則

の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市附属機関設置条例第２条第２項の規定に基づく市長の附属機関を定める

規則の一部を改正する規則 

 

熊本市附属機関設置条例第２条第２項の規定に基づく市長の附属機関を定める規則

（平成２９年規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表谷尾崎・池上地区地盤沈下等に関する専門家会議の項を削る。 

 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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規 則 第  ５５  号   

令和 ３ 年 ７ 月 ９ 日   

 

 熊本市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市営住宅条例施行規則（平成１０年規則第２４号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 別表第１(2)北区の表楠の部２Ｃ―４の項から２Ｃ―６の項までを削る。 

 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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規 則 第  ５６  号   

令和 ３ 年 ７ 月 ９ 日   

 

 くまもと森都心プラザ条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   くまもと森都心プラザ条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 くまもと森都心プラザ条例施行規則（平成２２年規則第１０４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

 第３条第１項に次の１号を加える。 

 (4) スモールオフィスを使用する場合 くまもと森都心プラザスモールオフィス

使用許可申請書 

 第３条第２項の表中「創業支援室」の次に「又はスモールオフィス」を、「第６条

第３項」の次に「（条例第６条の２第２項の規定により準用される場合を含む。）」

を加える。 

 第４条第６項中「使用許可の」を「使用の許可の」に改め、同条の次に次の１条を 

加える。 

 （スモールオフィスの使用者の範囲等及び使用許可の更新） 

第４条の２ 条例第６条の２第１項第４号の規則で定める要件は、次に掲げるとおり

とする。 

 (1) 新規性、成長性、実現性等が認められる事業計画を有し、かつ、当該事業計画

の中で市内の企業等との協働又は連携が見込まれること。 

 (2) 事業活動に関し、専門的知識を有する者による支援を必要としていること。 

 (3) 市税を滞納していないこと。ただし、本市以外で事業を営んでいる者にあって

は、主たる事業所の存する地方公共団体において市町村税を滞納していないこと。 

２ 前条第３項から第６項までの規定は、スモールオフィスの公募の手続及び使用の

許可の更新の手続について準用する。この場合において、同条第４項及び第６項中
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「創業支援室の」とあるのは「スモールオフィスの」と、同条第６項中「くまもと

森都心プラザ創業支援室使用許可更新申請書」とあるのは「くまもと森都心プラザ

スモールオフィス使用許可更新申請書」と読み替えるものとする。 

 第５条に次の２号を加える。 

 (5) くまもと森都心プラザスモールオフィス使用許可申請書 くまもと森都心プ

ラザスモールオフィス使用許可書 

 (6) くまもと森都心プラザスモールオフィス使用許可更新申請書 くまもと森都

心プラザスモールオフィス使用許可更新許可書 

 第６条第１項中「使用の許可」の次に「（以下「使用許可」という。）」を加え、

同項ただし書中「創業支援室」の次に「、スモールオフィス」を加える。 

 第７条の次に次の１条を加える。 

 （スモールオフィスの使用中止の届出） 

第７条の２ 前条の規定は、スモールオフィスの使用中止の届出について準用する。

この場合において、同条第１項中「創業支援室の」とあるのは「スモールオフィス

の」と、「くまもと森都心プラザ創業支援室使用中止届」とあるのは「くまもと森

都心プラザスモールオフィス使用中止届」と読み替えるものとする。 

 第８条第１項ただし書中「創業支援室」の次に「、スモールオフィス」を加える。 

 第１２条第１項中「使用者」の次に「（スモールオフィスの使用許可を受けた者を

除く。）」を加え、同条第２項中「創業支援室」の次に「又はスモールオフィス」を

加え、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ スモールオフィスの使用許可を受けた者は、使用した日の属する月の翌月の末日

までに使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この

限りでない。 

 第２３条中「及び」を「並びに」に改め、「第１２条第１項」の次に「及び第２項」

を加える。 

 第２４条に次の１号を加える。 

 (4) 前条の規定において準用される第１２条第２項の規定によりスモールオフィ

スの利用料金が納付される場合 

 別表第１中「ビジネス支援センター」を「ビジネス支援施設」に改め、「創業支援

室」の次に「及びスモールオフィス」を加え、同表観光・郷土情報センターの項を削
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り、同表に次のように加える。 

駅前子育てひろば (1) 月曜日から金曜日まで 

午前１０時から午後３時まで 

(2) 土曜日、日曜日及び休日 

午前１０時から午後５時まで 

くまもと森都心

プラザ条例施行

規則（平成２２年

教育委員会規則

第１５号）第４条

の規定による休

館日 

 

   附 則 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 次項の規定 公布の日 

 (2) 別表第１観光・郷土情報センターの項を削る改正規定 令和３年１１月１日 

２ くまもと森都心プラザ条例の一部を改正する条例（令和３年条例第６７号）附則

第４項の規定により指定管理者がスモールオフィスの使用許可等に関し必要な行為

をする場合における手続等は、この規則による改正後の第３条、第４条の２から第

６条まで、第７条の２から第１０条まで、第１３条及び第２５条の規定の例による。 

 

 

 

 

 


